
三
（仮称）ウインドパーク天竜風力発電事業 環境影響評価方法書

に関する市長意見

I 全般事項

1 風力発電設備の配置等

環境影響評価準備書（以下「準備書」とする。）の作成に当たっては、 環境影咄評

価の結果を踏まえて 風力発電設備（取付道路等の付帯施設を含む。 以下同じ。）の構

造 ・ 配置又は位置・規模（以下、 「配置等」という。） を決定し、 決定経緯及びその

内容を記載すること。

2 最新の知見の導入

準備書の作成に当たっては、 風力発電設備や環境保全に関する最新の知見を踏ま

え、 蝶境影孵の回避、 低減に努めること。

3 他の風力発電事業との関係

対象事業実施区域の周辺においては、 複数の風力発電事業が計画され、 環境影響

評価の手続き中であることから、 他事業者との情報交換に努め、 適切な調査・予測

及び評価を実施すること。

4 地域住民等に対する情報提供

現地調査の実施に当たっては、 地域住民、 土地所有者及び関係団体等に対して、

積極的な情報提供や丁寧な説明を行い、 合意形成を図ること。

5 事業計画の見直し

個別事項について、 環境影喘を回避 又は十分に低減できない場合には、 風力発電

設備の配置等の再検討を含む事業計画の抜本的な見直しを行うこと。

6 事業計画の未定部分

準備書の作成に当たっては、 環境影閣評価方法書で未定となっている残土置き場

や取付道路について計画を明らかにし、 当該計画を含めた適切な調査・予測及び評

価を行うこと。
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